
（様式8−②）

理 事 長  様
（甲：公社に権利の設定をする者）

住所：

氏名・名称： ㊞

（乙：公社から権利の設定を受ける者）

住所：

氏名・名称： ㊞

№ 市町 大字 字 地番 現況地目

1

2

3

4

5

筆

※ 筆数が多い場合は、別紙に記載してください。

3．その他

 蓮根栽培終了後は、乙（受け手）が蓮根栽培以前の「田」の状態に戻した後、1回稲作を行ってから甲
（出し手）に返却するものとする。
 ただし、甲・乙で協議した結果、契約期間終了後引続き利用権設定（耕作）をする場合、原状回復は
要しないものとする。そのため、契約終期の約1年前に両者で契約期間終了後の取扱いについて協議する
ものとする。

㎡

2．契約終期に伴う原状回復について

面積(㎡)

合 計

受け手
（借受者）

 私たちは、貴公社から下記の内容により、農用地の権利の設定を受けることに同意します。
 農地の原状回復など当該利用権設定から生じる問題については、両者で協議し解決することとしま
す。
 なお、佐賀県農業公社は、下記の農用地において原状回復義務を負いません。

記

１．対象農用地の所在及び面積

蓮根農地に係る確認書
令和  年  月  日

公益社団法人 佐賀県農業公社

出し手
（所有者）
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